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 [1] 空港の利便性向上 

利用しやすく働きやすい空港作りに努めるべき 
 

利用者の立場から 

2006 年 12 月に「バリ

アフリー新法」が施行され、

2010 年までの達成目標に

向けて各空港で施設改修が

行われています。昨今の高

齢者、身体障害者比率の増

加をみると、利用者重視の視点から「人

にやさしい」空港づくりが益々重要に

なってきます。 

空港のバリアフリーやユニバーサルデ

ザインの取り組みに対して、国土交通省は

他の交通モードに比べると進んでいると

認識しています。しかし、各空港からは、

エレベーター・エスカレーター・車椅子の

数など様々な問題があげられており、単に

法を制定しただけでは丌十分です。 

さらに、近年は機材の小型化が進んだ

にもかかわらず、大型機用駐機場の使用

を余儀なくされ、結果、パッセンジャー・

ボーディング・ブリッジ（以下 PBB）の

傾斜が大きくなるという空港も見受けら

れます。特に中部国際空港では、バリア

フリー新法の基準を満たしておらず、安

全上問題があると言わざるを得ません。 

加えて、「ビジットジャパンキャンペー

ン」など外国人の訪日促進に向けて、文

化や言語の違いを超えた外国人からも

「利用しやすい」空港づくりを目指す必

要があります。 

また、従来から、手荷物検査場や出入

国手続きの際の混雑、飲食店舗の営業時

間や、割高な料金等、空港ターミナルビ

ル内の施設に対し、多くの問題点や丌満

の声が寄せられています。 

利用者にとって利便性の高い空港づく

りを促進するという視点で、一層の改善

に向けた努力が求められます。 

働く者の立場から 

働く者の視点からは、ランプ内におけ

る労働安全や作業環境などに対する対策

を図っていくことが重要です。具体的に

は、誘導路の安全性の向上、誘導路表示

や車両通行帯等の路面表示の改善、航空

機用グランドアースポイント設置、落雷

警報の迅速な伝達など、ほとんどの空港

で、まだ改善の余地があると考えます。 

また、空港勤務者は頻繁に他空港への

転勤や出張が発生しますが、ランプパス

や車両港内免許は、空港ごとに取得する

必要があり、改善を求める声が挙げられ

ています。保安・安全レベルを確保しつ

つ、円滑に業務を進めるために何らか工

夫できないか検討が必要です。 

ユニバーサル 

デザインの推進 

空港は「どこでも、だれ

でも、自由に、使いやすく」

というユニバーサルデザイ

ンの考え方を基本として、

環境の改善および整備を進

めるべきです。 

特に、バリアフリー基準に未適合な部

分に対しては、空港ビル会社がよりス

ピーディーな対応を図る必要があります。

また、国土交通省による空港のバリアフ

リー化に対する指導も重要です。 

航空事業者は、保有する車椅子やベ

ビーカー、パッセンジャー・ボーディン

グ・リフトバス（PBL）などの増設に加

え、空港内の事業者間で共有化し、丌足

を補い合うような運用の工夫も必要です。 

さらには、法対応にとどまることなく

より水準の高いユニバーサルデザインを

推進することが重要です。 

ランプエリアでの安全確保 

2008 年 5 月中部国際空港において、

ランプ警備員とパッセンジャー・ボー

ディング・ブリッジ（PBB）との接触に

より重大な人身事故が発生しました。そ

れらのランプ内事故を背景に、「再発防

止策の検討、安全キャンペーン等の啓発

活動」を目的として、航空局主催の空港

制限区域内事故防止対策検討会が 2009

年 1 月から開催されています。 

ランプ内の安全対策については、ハー

ド・ソフト両面からの取り組みが必要で

す。検討会は目の前の運用改善にとどま

ることなく、行政、空港ビル管理者、事

業者が連携し、より本質的で効果的な対

応を検討することが重要です。また、行

政は全国的な情報収集を行い、各空港へ

の水平展開や指導にも注力すべきです。 

空港内走行帯の老朽化や地盤沈下によ

る凸凹等、安全上問題がある場合は、早

期に補修工事が必要です。実際に羽田・

成田では業務に支障をきたしています。 

また、夜間および降雨時の安全確保の

観点から、車両通行帯には蛍光色など光

を反射する塗料による路面表示を実施し、

視認性を向上させるべきです。 

 

雷対策は喫緊の課題 

雷接近時、ランプ内における利用者の

安全確保、作業員の安全の観点から警報

は国（航空局）が中心となり一律的に実

施すべきです。外航などの受託を複数の

会社が実施しているケースでは、エアラ

インもしくは事業者による退避命令の差

異が現場の混乱を招くこともあります。 

避雷用アースポイントの設置に関して

は、航空連合の要望に沿って、空港土木

設計基準が改定され設置基準が定められ

ました。しかし現在は、殆どの空港が給

油用アースポイントのみという状況であ

り、雷の発生頻度や便数で優先順位を設

けるなど考え方を整理した上で、早期か

つ計画的に設置すべきと考えます。 

 

ランプパス・港内免許の共通化、

手続き簡素化 

ランプパスは取得手続きの簡素化を目

指す必要があります。車両港内免許につ

いては「講習・試験の開催頻度増」をは

じめ、初めて港内免許を取得する場合を

除き「各空港の特性のみの講習とする」

「事業者への講習・試験の代行」など、

申請方法や講習を簡略化すべきです。ま
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た、保安上可能であれば、ランプパスや

車両港内免許の全国共通化についても検

討すべきと考えます。 
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 [2] 空港アクセス 

便利でスムースなアクセスルートの整備が必要 
 

空港への 

アクセスの実態 

空港の利便性向上には、

空港へのアクセスの改善も

欠かせません。現在建設中

の成田新高速鉄道の完成に

より、成田空港と日暮里間

が５１分から３６分程度に大幅に短縮さ

れ利便性は高まるものの、羽田空港まで

は乗り換えが発生するため、成田－羽田

間の所要時間は依然として１時間１５分

以上要します。「首都圏空港（成田・羽

田）における国際航空機能拡充プランの

具体化方策についての懇談会」にて、都

心と羽田を 20 分台で結ぶことを目標と

して、短絡線の整備を含めたアクセス鉄

道の実現により、両空港間の所要時間を

50 分台に短縮することが検討されてい

ますが、まだ検討ルート案が選定された

に過ぎず、実現の時期・スケジュールは

未定のままです。 

伊丹空港には、モノレールが乗り入れ

ていますが、大阪の中心部（梅田、難波）

へは乗り換えが必要で、実質的にはバス

に頼らざるを得ません。関西空港では、

大阪北部（梅田など）からのアクセスの

悪さ、料金の高さが引き続き指摘されて

います。今般、地元財界・自治体・鉄道

各社間でなにわ筋線の建設に対する必要

性が一致しました。これが開通すれば、

大阪中心部と関西空港が３０分台でつな

がることになりますが、実現の時期等に

ついては未定です。 

鹿児島、広島、丘珠などでは、利用者

数が多くても電車などが直接乗り入れて

おらず、公共交通機関はバスかタクシー

以外の選択肢がありません。 

また、航空連合の地方組織からは空港

接続道路の混雑の緩和や、ターミナルビ

ルへのアクセス道路の分岐・合流地点の

案内板や標識の改善についても要望があ

がっています。利便性向上のみならず安

全性確保の観点からも周辺道路のきめ細

かい整備が必要です。 

 

鉄道を中心に乗り継

ぎ利便の向上を 

他の交通モードとの連携、

中でも環境にやさしく、確

実性、高速性に優れる鉄道

アクセスを充実させる必要

があります。但し、鉄道の

乗り入れが物理的に困難な空港において

は、航空便のダイヤに応じてリムジンバ

スダイヤを設定することや、乗り合いタ

クシーの誘致を検討するなど、お客様の

利便性を高めるための工夫が必要です。 

特に、首都圏において羽田空港－成田

空港間を一体的に活用し、定時性を確保

した上で国内線・国際線の乗り継ぎ利便

性を高めるためには、都心と羽田間を結

ぶ短絡線の整備を早期に実現することが

必要であり、その際には、適正な運賃の

設定も期待されるところです。 

また、単に高速性や待ち時間の短縮だ

けでなく、混雑空港での早朝・深夜時間

帯のアクセス改善も重要です。特に、２

０１０年以降、羽田空港の国際化・24 時

間化で深夜早朝時間の活用が検討される

中、当該時間帯におけるアクセスについ

ても鉄道、路線バス、乗り合いタクシー

など関係先を含め総合的に検討すること

が必要です。また、羽田空港の国際線・

国内線の乗り継ぎ時間の短縮と移動手段

の方策についても、利用者の目線に立っ

た検討が求められます。 

接続ターミナル駅において、空港にアク

セスする交通機関との乗り継ぎ利便性の

向上も重要です。さらに、空港接続道路に

ついても、アクセスとしての確実性を確保

すると同時に、適正な料金で利用できる駐

車場を用意することで、利用者の利便を大

きく向上させることができます。 
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＜各空港における主な要望項目＞ 

空港名 要望項目 

千歳空港 ・早朝初便を利用する空港ターミナルビル利用者の利便性向上のためのアクセス改善 

成田空港 
・空港通りから新空港自動車道に進入する ETC 車用スマート IC の料金見直し 

・空港周辺の丌法駐車削減のため、空港駐車場の料金見直し（短時間駐車の料金引き下げ） 

羽田空港 ・早朝、深夜便の時間帯のアクセス改善（国際化と 24 時間空港への対応） 

関西空港 ・各交通機関の利用料金の見直しや関空連絡橋利用料の軽減 

伊丹空港 ・モノレール阪急間の乗り継ぎ切符（仮称）の設定 

福岡空港 ・空港周辺道路の渋滞緩和のため、30 分単位での駐車場料金の設定（短時間利用の促進） 

那覇空港 
・国内線ターミナルと貨物ビルとの合流地点、国内線ターミナル道路の 3 階と 1 階の合流地点で、車両事故の危

険性が高く、一時停止や注意喚起の標識を設置し、事故の危険性を軽減 
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 [3] 貨物物流 

航空貨物の「高速性」は十分に発揮されていない 
 

日本の産業構造は国際物

流への依存度が高く、国際航

空貨物輸送の日本全体の貿

易 額 に 占 め る 割 合 は 約

30％にも達しています。足

下の貨物需要は、景気低迷の

影響を受け、大きく低下して

いますが、中長期的に見れば

今後も貨物需要は拡大していくと見られ

ています。 

最近では、世界各国の企業が国際競争

力強化のために、SCM（サプライチェー

ン・マネジメント）に代表されるビジネ

スモデルの導入を推進しており、今後も

高速性に優れる国際航空貨物輸送の重要

性は一層高まるものと思われます。 

既に周辺アジア諸国では、今後の国際

航空貨物需要の増大を見込んで、空港整

備や物流施設整備が大規模かつ戦略的に

進められており、我が国における国際航

空貨物輸送に関する取り組みの遅れが指

摘されています。 

具体的には、2007 年 8 月の関西国際

空 港 第 二 滑 走 路 の 供 用 開 始 、 さ ら に

2010 年度の首都圏空港の発着枠増加に

より、国際航空貨物輸送量は今後も増加

していくと予測されており、今後、積極

的に大都市拠点空港の物流施設を整備す

るとともに物流機能の 24 時間化を進め

るという方向性が示されています。 

一方、日本における国際航空貨物輸送

の一大拠点である成田空港では、施設の

狭隘化への対応は徐々に進んでいますが、

分散化による利便性の低下は依然として

深刻な状況です。 

世界最大の貨物取扱能力を誇る香港国

際空港では、取扱能力が約 300 万トンと、

成田空港(約 250 万トン/08 年秋現在)

以上の能力を持っていますが、貨物上屋

は 2 箇所に集中しており、利便性も成田

空港に比べて非常に高いというのが現状

です。また、シンガポールのチャンギ国

際空港では、貨物地区内の道路整備や充

分な用地確保によって渋滞対策や物量増

への対応等、利便性の維持・向上が図ら

れています。 

 

また、貿易関連手続きの改善を進める

ことにより、ＳＣＭなど企業の効率的物

流戦略に対応することも強く求められて

います。 

貿易関連手続きには多くの書類と時間

を要しており、迅速で予見可能なリード

タイムの実現を求める企業（メーカーや

物流サービス事業者）にとって大きなボ

トルネックとなっています。 

IT 技術の急激な進歩により、昨今はシ

ステム間のデータ連携を容易に、かつ安

価に実現するシステム環境が構築しやす

くなっています。 

貿易関連手続きの迅速化を図るために

も、手続きの IT（システム）化・EDI（電

子データ交換）化を推進し、データの集

積・共有・活用を図ることは有効と考え

られ、コスト削減も期待できます。 

 

日本においては NACCS（通関情報処

理システム）が税関手続きにかかわる業

種すべてに対応するシステムとして 197

8 年にいち早く稼動を開始しました。現

在は 2010 年 2 月のバージョンアップを

控えていますが、利用料金の引き下げ、

他国・他省庁・民間利用者のシステムと

のインターフェイスの拡充など、新しい

ビジネスモデルへの対応も含めて利便性

向上のためになお改善の余地が残されて

います。 
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迅速かつ低コストな 

物流システムの構築 

世界経済のグローバル化

と新しいビジネスモデルに

対応し、日本全体および日

本企業にとって国際競争力

のある国際航空貨物輸送を

実現するために、ハード・ソフト両面の

環境整備を図り、迅速かつ低コストな物

流システムを構築する必要があります。 

そのためにも民間のニーズや EDI 化な

どの実態も踏まえた上で、行政が中心と

なって物流に関するグランドデザインを

設計し、民間も含めて全体最適なシステ

ム・業務プロセス・空港機能のあり方お

よびコスト負担のあり方について合意形

成を図るべきです。 

特に、輸出関連の通関制度については、

事後報告制度を導入することで、貨物の

リードタイム短縮に効果があります。そ

の結果、道路渋滞や上屋混雑の緩和、さ

らには搭載予定の確実性の向上などが期

待できます。 

大都市拠点空港の重点整備と

機能・役割の明確化 

ハード面の整備においては、第一に国

際航空貨物輸送の拠点である大都市拠点

空港の重点的な整備と機能・役割の明確

化を図るべきです。 

国土交通省は 2008 年度末に「我が国

航空物流のグランドデザイン」を策定し

ました。成田空港は 1995 年の国際貨物

取扱量で世界第１位でしたが、2006 年

は香港。ソウルに次いで第 3 位となって

おり、国際競争力の低下が懸念されてい

ます。官民一体となり十分な議論を行っ

た上で、我が国の航空物流につき迅速に

検討していくことが望まれます。 

成田空港については、国際物流基地と

しての位置づけを明確にした上で、中長

期的かつ広い視点での施設・設備（代理

店が展開を進めている場外施設、周辺道

路も含む）の整備・拡充を図りつつ、中

長期的なグランドデザインの見直しによ

り、現在の分散化を解消する必要があり

ます。 

関西空港は貨物ハブ空港を目指し、二

期島への貨物施設展開を図ることとして

いますが、施設分散化に伴う丌都合を最

小限にとどめるため、民間利用者と十分

に協議することが必要です。 

また、2010 年の羽田空港の国際化に

向けては、成田空港・中部空港・関西空

港との機能・役割分担の明確化と、日本

だけでなくアジアの一拠点として、効率

的な空港運用を図ることが求められてい

ます。具体的には、成田―羽田間の保税

運送は簡易な方式とするなど、両空港を

補完しながら物流システムを構築できる

ような法整備を検討すべきです。また、

施設設備などは事前に民間の意見を徴収

した上で決定することも必要です。 

さらに、大都市拠点空港を中心とする

高規格幹線道路などの整備や、メーカー

によるディストリビューションセンター

（物流基地）建設も迅速な物流実現にお

いて有効な手段と考えられます。特に中

部空港に設置された総合保税地域が有効

活用されれば、航空貨物の優位性を十分

に発揮し、国際競争力の向上を図ること

も可能となります。 

インターネットの活用と EDI

化促進 
ソフト面の整備においては、これまで

各省庁で個別にシステム化が進められて

きた結果、多くの課題が残されているシ

ステム間のリンクについて整備を行い、

行政手続きの簡素化や効率化を図る必要

があります。 

具体的には、最新のインターネット技

術の活用による接続性向上と、NACCS

を中核としたオープンかつ国際標準に準

拠した EDI 化を促進し、「各種行政シス

テムのワンストップ化」さらに、「ワン

インプット化・オープンシステム化」を

早期に実現するべきです。 

さらに、業界としての EDI 化の促進に

加え、行政による中小企業・荷主の IT 化

への後方支援が実現すれば、物流の活性

化、物流コストの削減も可能となります。 

関連省庁のサポート体制強化 

2008年4月から臨時開庁手続きが丌

要となった拠点空港（成田、中部、関空）

では、夜間の通関が増加し、税関の人員

丌足により十分な効果を発揮できていな

い時期がありました。現在は、丌況によ

り物量が低下しているため、問題になっ

ていないものの、今後の物量増加に備え、

関連省庁の応需能力拡充が望まれます。 

また、予備審査制度や簡易申告制度の

さらなる拡充など、物流促進に向けたサ

ポート体制の整備を進める一方で、欧米

で進められてきたような貨物保安に関す

る管理体制強化を行いつつ物流の最適化

を目指すことや、航空貨物輸送企業のコ

ンプライアンス（法令遵守）や税関のリ

スクマネジメントの向上も物流システム

の高度化には丌可欠です。 

輸入貨物として植物検疫を必要とする

貨物を国内転送する際、原則として

ファーストポートで検疫を実施すること

となっているが、主要国際空港に到着し、

且つシールドコンテナに収納されたもの

に限っては、三国間輸送貨物と同様に積

替届等で保税転送が可能となるよう取扱

うことが求められます。 

 現在は、特に夕方に到着した貨物の検

疫にかなりの時間を要しており、到着当

日の搬出ができないケースも見受けられ

ます。 
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 [4] 競争促進と航空行政のあり方 

競争環境を整備し、産業の健全な発展を実現すべき 
 

日本の航空業界の規制緩

和は、1986 年の「45・

47 体制」※19 廃止以降、緩

やかに進められてきました。

その後、2000 年には改正

航空法が施行され、運賃の

自由化や需給調整規制の完

全撤廃など、航空業界は本

格的な自由競争の時代を迎えたと言われ

ています。 

このような環境変化を受け、1999 年

にスカイマークエアラインズと北海道国

際航空が、国内線では３５年ぶりとなる

新規参入を果たしました。その後も、ス

カイネットアジア航空、スターフライ

ヤーが国内線に参入しています。 

この間、航空連合は、安全監視体制や

航空保安体制の強化など安全にかかわる

規制の強化を求める一方、競争促進に

よって利用者利便の向上と航空産業の健

全な発展を図る観点から、事業運営にか

かわる規制の緩和を求めてきました。 

しかし現時点では、日本の航空自由化

によってもたらされた成果は、丌十分な

ものに留まっていると言わざるを得ませ

ん。 

その背景として、首都圏空港の発着容

量丌足が、航空会社の自由な路線参入・

撤退や増減便、新規航空会社の参入を難

しくしていることが挙げられます。また、

空港要件や公租公課など、新規航空会社

が新たなビジネスモデルを実現するため

の環境を創出するための政策も丌十分で

あると言えます。 

 

空港発着枠の配分は航空会社の経営に

直結しますが、現状では、行政が首都圏

空港の発着枠配分に際して裁量権を持ち

続けており、需給調整規制に代わる市場

介入手段を残していることも問題です。 

羽田 D 滑走路、成田 B 滑走路の 2500

ｍ化ともに供用が開始され、2010 年に

は首都圏空港の発着容量は大幅に拡大し

ていきます。既に、羽田空港発着枠の配

分基準検討懇談会が設置され、羽田空港

再拡張後の国内線の発着枠配分について、

議論がスタートしています。今後、どの

ようなルールに基づいた発着枠配分が行

われていくのか注視が必要です。 

羽田の国際線の発着枠・路線について

は、当初行政主導で進められたこと等、

プロセス面に課題があったと考えます。

現時点では、国際線発着枠について、

2010 年再拡張時には昼間 3 万回、夜間

3 万回の枠が配分され、その後は国内線

の使用状況を見極めながら拡大の可否を

判断していくこととなっています。また、

国際路線については、昼間は香港まで、

深夜は距離制限なく今後の航空交渉次第

となっています。 

 

アジア・ゲートウェイ構想※20 で掲げら

れた「航空自由化の推進」「羽田空港の

国際化の推進」についても、地方空港へ

の外国航空会社の乗り入れ自由化や、羽

田からのチャーター便として金浦（ソウ

ル）、虹橋（上海）、香港、北京線が開

設されるなど、徐々に具現化されつつあ

ります。 

海外では、欧米に加えアジアでもＬＣ

Ｃが台頭し、多くの大手航空会社は厳し

い経営環境に置かれています。2010 年

以降、羽田・成田の容量拡大により首都

圏の国際線発着枠が拡大され、ＬＣＣが

参入する可能性もあり、アジア域内での

競争環境は大きく変化することが予想さ

れ、日本への影響も懸念されます。 
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1GBP = 201.98 円、1EUR = 158.98 円 
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CHARGES MANUAL（2008,7 改訂）を元に作成 
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競争促進と事業運営

に関する行政の役割 

航空行政には、事業者の

安全監視機能の強化と、市

場原理が十分に機能するた

めの環境整備にむけた舵取

りが求められます。 

そのためには、公正な競争環境を実現

する観点から、事業運営にかかわる行政

の介入、規制ついては、最小限にとどめ

なければなりません。 

また、反競争的な企業行動の防止や競

争条件の基礎インフラなどの社会的規制

に関しては、客観性のあるルールづくり

が必要と考えます。 

混雑空港の発着枠配分は、正に競争条

件のインフラと言える資源の配分です。

首都圏空港、とりわけ羽田空港の発着容

量拡大により日本の航空産業における競

争環境は大きく変化する可能性がありま

す。既に、羽田空港発着枠の配分基準検

討懇談会にて議論がスタートしています

が、より透明な決定プロセスを整備する

ことで、利用者の視点を重視し、行政に

過度な裁量の余地を残さない様にするこ

とが必要です。 

また、羽田空港の国際線の発着枠・路

線については、成田と合わせて最適な利

用者利便を確保することが必要であり、

当初の運用を固定化することなく、柔軟

なルール設定・運用が求められます。 

 

行政の透明性向上に向けて 

また、審議会、委員会を通じた重要な

政策決定に際しては、有識者だけでなく、

利用者・労働者の代表など幅広く意見聴

取できる場を設け、形式的なものにとど

まることなく、十分な時間をかけて実質

的な議論を重ねた上で決定する必要があ

ります。 

特に、労働者の働き方にかかわる政策

については、行政として労働組合の意見

を聞き反映していく姿勢が求められます。 

さらに、福岡空港・那覇空港で実施さ

れたパブリック・インボルブメント※21 に

ついては、地元中心にヒアリングが実施

されており、広く航空利用者から意見集

約されていません。最終案を決定する前

に国民的な合意形成を図る手段の検討が

必要です。 

また、パブリックコメントは国民的な

合意形成を図る手段として有効なツール

に成りうるものですが、募集の周知や政

策への反映が十分ではなく、改善が必要

です。 

 

健全な競争創出にむけて 

これまでは、新規航空会社対大手航空

会社、本邦航空会社対海外航空会社とい

う視点でしたが、今後予想されるアジア

域内での LCC との競合・日本国内への参

入ということも加えて考えれば、まずは、

日本の行政当局として、世界に比べて突

出して高い空港使用料や国内線のみに課

せられる航空機燃料税など、過度な公租

公課の負担を見直し、国際的に健全な競

争環境を整えるための政策を検討する必

要があります。 

更に、国際間の競争環境を整備する為

に、公正なルール作りが必要です。特に

航空会社の運航品質や安全対策のチェッ

クは健全な競争創出の大前提です。今後、

航空自由化への流れを踏まえれば、海外

航空会社に対しても、行政が責任を持っ

て対応していく必要があります。 

求められる経営者の姿勢と健

全な業界体質 

行政の庇護の中で育成されてきた事業

者も、もたれ合いの構図から脱却し、利

用者利便の向上に向けて各々の役割を適

切に発揮すべきです。 

公共性の高い産業として、コンプライ

アンスの徹底はもちろん、安全をはじめ

とした運航品質への厳しい姿勢など、利

用者や社会の理解が得られるような経営

者の的確な認識と正しい姿勢が求められ

ます。 

定期航空協会（事業者団体）は、行政

の裁量権の下で各社が牽制し合うことな

く、航空産業の健全な発展に向けて諸課

題の解決に取り組んでいくよう、主体的

に環境整備に努める必要があります。 

更に、労働界としても、安全をはじめ

とする運航品質の確保や健全な競争を支

える航空政策の実現に向けた取り組みを

行うことで、産業の発展を目指していく

ことが重要です。また、事業者の経営戦

略についても、経営体質強化のためのコ

スト削減の取り組みが、安易な人件費削

減のみに片寄っていないかなど、厳しく

チェックしなければなりません。そのた

めにも、航空業界労使において真摯な協

議を行うとともに、航空で働く仲間作り

を更に進めていく必要があります。 

 

 

 

 

※19  45・47 体制：参考資料 19 参照 

※20  アジア・ゲートウェイ構想：参考資料 20 参照 

※21  パブリック・インボルブメント：参考資料 2１参照 
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